
郵便番号

住　　所

氏　　名 印

100-8162

東京都千代田区大手町二丁目６番３号

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社

代表取締役社長　　　木村　康

事 業 者 の 氏 名
又 は 名 称

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

第１号様式

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社

川崎市川崎区夜光二丁目３番１号

規則第４条第１号該当事業者

規則第４条第２号該当事業者

　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

事業活動地球温暖化対策計画書

（第１面）

（あて先）川崎市長

　川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例第９条第１項（同条第４項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により、次のとおり提出します。

666,284 ｋｌ

台

6,225 ｔ－CO2

※
受
付
欄

主 た る 事 業
の 業 種

主 た る 事 業
の 内 容

大分類

上記以外の事業者（任意提出事業者）

製造業 

石油製品・石炭製品製造業

担当部署

連 絡 先

エネルギー起源の二酸化炭素
以外の温室効果ガスの排出の量

自動車の台数

原油換算エネルギー使用量

事 業 者 の 規 模

17

該 当 す る 事 業 者
の 要 件

03-3276-1299

中分類

Ｅ

規則第４条第３号該当事業者

規則第４条第４号該当事業者

※
特
記
事
項

 ※事業者番号

担 当 部 署 名

所 在 地

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

社会環境安全部社会環境グループ

東京都千代田区大手町二丁目６番３号

石油製品の精製・販売

03-6275-5073



（第２面）

計 画 期 間 平成２２年度　　～　　　　平成２４年度

温室効果ガスの排出の量の
削減を図るための基本方針

別添 指針様式第１号及び第３号のとおり

温室効果ガスの排出の量の
削減に向けた組織体制

別添 指針様式第１号及び第３号のとおり

温室効果ガスの排出の量の
削減目標及び温室効果ガス
の排出の量

別添 指針様式第１号及び第３号のとおり

温室効果ガスの排出の量の
削減目標を達成するための
措置の内容に係る事項

主要設備のＣＯ２削減措置として、低稼働で効率の低いボイラーの停
止等の対策を実施。また、オフィス部門のＣＯ２削減措置として、不
要部分の消灯等、電気使用量削減対策の徹底を行なう。
詳細は、指針様式第１号（第４，５面）のとおり

他の者の温室効果ガスの排
出の抑制等に寄与する措置 なし出の抑制等に寄与する措置
に係る事項

なし

その他地球温暖化対策の推
進への貢献に係る事項

・グリーン購入の推進・廃棄物の減量化・分別化の推進
・川崎温暖化対策推進会議（ＣＣ川崎エコ会議）への参加
詳細は指針様式第１号（第６面）のとおり

備　　　考

　　 ５　氏名（法人にあっては、その代表者)を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあって
        は、その代表者）が署名することができます。

備考 １　欄内にすべてを記載できない場合は、別紙により提出してください。
　　 ２　□のある欄は、該当する□内にレ印を記載してください。
　　 ３　計画書には、事業活動地球温暖化対策指針に定める資料を添付してください。
　　 ４　※印の欄は記入しないでください。



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第１面）

１　温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針

事業活動地球温暖化対策計画

　中期環境経営計画（2010-2012）を策定し、その重点テーマの１つに地球温暖化防止対策の推
進を掲げ、全社的な省エネルギーならびに温室効果ガス削減目標として、全ての拠点においてエ
ネルギー消費原単位を３年間で３％削減することを掲げている。また、この目標を達成するため
に、ＥＮＥＯＳ地球温暖化対策要領を制定し、２項に記載の体制を規定し、温室効果ガス削減目
標の確実な達成を目指している。
　なお、川崎市内全事業所は、上記の全社方針に則って活動する。

２　温室効果ガスの排出の量の削減に向けた組織体制

※市内設置事業所

・川崎製造所

・川崎事業所

・等々力クラブ

・川崎製造所 塩浜クラブ、体育館



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第２面）

基 準 年 度 年度 目 標 年 度 年度

（実） 1,314,512 （実） 1,185,939

（調） 1,312,871

（実） 9.8 （実） 128,573

　 イ　基準排出量原単位等と目標排出量原単位等

原 単 位 の 活 動 量 単 位

基 準 年 度 の 値 目 標 年 度 の 値

削 減 率 ％

 延床面積、生産数量

0.8815

3.8

川崎市域の温室効果ガス排出量の約９９％を占める川崎製造所の原単位
分母を川崎市域全５事業所の原単位分母とした。川崎製造所では多数の

t-CO2/t

0.8477

平成２１ 平成２４

基 準 排 出 量 t-CO2 目 標 排 出 量

換算生産数量

３　温室効果ガスの排出の量の削減目標等（第１号、第２号、第４号該当者等）

 (１) 温室効果ガスの排出の量の削減目標及び温室効果ガスの排出の量

　 ア　基準排出量と目標排出量

t-CO2

削 減 率 ％ 削 減 量 t-CO2

延床面積、 産数量
 以外の原単位を使用
 した場合の理由

　 ウ　目標設定に関する考え方

 (２) 温室効果ガスの排出の量の削減目標（全社目標）

分母 川崎市域 事業所 原単位分母 。川崎製造所 多数
製品があり、生産品目の数量変動による原単位の変動を避けるため基準
製品をエチレンとプロピレンとし、他製品を（エチレン+プロピレン）
に換算する。このエチレン、プロピレン換算生産量を活動量とする。

中期環境経営計画（2010-2012）を策定し、その重点テーマの１つに地球温暖化防止対策の推進
を掲げ、全社的な省エネルギーならびに温室効果ガス削減目標として、全ての拠点においてエネ
ルギー消費原単位を３年間で３％削減することを掲げている。
また、この目標を達成するために、ＥＮＥＯＳ地球温暖化対策要領を制定し、２項に記載の体制
を規定し、温室効果ガス削減目標の確実な達成を目指している。

川崎市内事業所でも、（２）記載の全社的な中期環境経営計画（2010-2012）に基づき２００９
年度対比、３年間で３％エネルギー消費原単位削減計画を目標に省エネルギー計画を検討した結
果、主要設備のＣＯ２削減措置として、低稼働で効率の低いボイラーの停止等、また、オフィス
部門のＣＯ２削減措置として、不要部分の消灯等、電気使用量削減対策の徹底を行なうなどの対
策を立案、これらの効果を積み上げると２００９年度対比、２０１２年度に３．８％削減するこ
とを目標とした。



５　温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の内容に係る事項

 (１) 温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の内容

様式第１号　　　　　　　　　　　　（第４面）

 事業所等に係る
 温室効果ガスの
 排出の量の削減
 を達成するため
 の具体的措置

 (第１号、第２
 号、第４号該当
 者等)

○主要設備のＣＯ２削減措置
　・低稼働で効率の低いボイラーの停止
　・加熱炉排ガス中の酸素濃度低減の継続
　・スチームトラップ管理強化による漏洩スチーム削減対策の更なる推進
　・ＤＣＳの高度制御化（ＡＰＣ）導入 ※1
　・中間原料ホットダイレクトフィード化の推進 ※2
　・Ｃ重油の管理温度、スチームの管理圧力の見直し　等

○オフィス部門のＣＯ２削減措置
　・エアコンの温度設定（夏季２８℃、冬季２０℃）の管理徹底
　・不要部分の消灯等、電気使用量削減対策の徹底

※1 プラント運転のためのDCS（Distributed Controll System分散系制御
　　システム）に APC（Advanced Process Control 高度制御）を導入して
　　生産の効率を改善するもの。

※2 通常、プラントの工程間では中間原料を中間製品タンク経由させる
が、
   この際に中間製品を引火点以下に冷却する必要がある。一方で、この
   中間品を次の装置に通油する際には、中間原料を再度加熱することに

なるため この中間製品タンクの経由を工程上省くことで 熱効率を

 自動車に係る温
 室効果ガスの排
 出の量の削減を
 達成するための
 具体的措置

 (第３号該当者
 等)

   なるため、この中間製品タンクの経由を工程上省くことで、熱効率を
   改善するもの。



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第５面）

 (２) 再生可能エネルギー源等の利用計画及び前年度末における利用実績

　 ア　再生可能エネルギー源等の利用に係る考え方

　 イ　再生可能エネルギー源等の利用計画及び利用実績

設備等の種類 概要(規模、導入場所、性能等) 導入年度 備考

風力発電
川崎事業所扇島地区内に、定格出力 1,990kW、発電
量 約300万kWh/年の風力発電設備を設置。

平成21年
度

再生可能エネルギー源の利用については積極的に検討を進めている。

　 ウ　再生可能エネルギー源等の価値の保有計画及び保有実績

種　　類 概要(規模、場所等) 保有年度 備考

 (３) 基準年度の末日までに完了した主な対策内容

省エネルギー対策については、基準年度以前から積極的な取り組みを行っている。

川崎製造所では、各精留塔のリフラックス比の徹底した低減、ボイラー、加熱炉、分解炉の排ガ
スＯ2濃度の管理強化(点検表分類番号：0201010)を実施済である。またスチームトラップ管理
(点検表分類番号：0203020)のアウトソーシング化により漏洩スチームの削減対策等を実施済で
ある。



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第６面）

６　他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する措置に係る事項

なし

１．川崎温暖化対策推進会議（ＣＣ川崎エコ会議）に参加しているが、今後も協力する。
２．かわさきコンパクトに参加しているが、今後も協力する。
３．廃棄物の把握と削減を継続実施する（最終処分率0.5%以下にする）。
４．グリーン購入を推進する。

７　その他地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第７面）

８　前年度の温室効果ガスの排出の量等の実績

 (１) 事業者単位

　 ア　第１号、第２号、第４号該当者等

（実）

（調）

（実）

（調）

 (２) 事業所等単位（第１号、第２号該当者等）

　 ア　年間の原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が 1,500kl 以上の事業所の一覧

事業所の名称

川崎製造所 1,305,454 t-CO2
川崎事業所 7,114 t-CO2

t-CO2
t-CO2

　 イ　年間の原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が原油換算で 500kl 以上 1,500kl 未満の事業所の一覧

事業所の名称

1,312,871
t-CO2

t-CO2

1,314,512

温室効果ガス
の排出の量

事業所に係る
事業の名称

石油化学系基礎製品製造

卸売り小売業

事業所の所在地
事業所に係る
事業の名称

温室効果ガス
の排出の量

事業所の所在地

川崎市川崎区夜光二丁目３番１号

　 イ　第３号該当者等

日本標準産業分類
細分類番号

1631

川崎市川崎区扇町１２番１号 6052

日本標準産業分類
細分類番号事業所の名称

川崎ガス基地 1,754 t-CO2
t-CO2
t-CO2
t-CO2

　 ウ　年間の原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が原油換算で 500kl 未満の事業所の一覧

 (３) 事業所等単位（第４号該当者等）

　 ア　物質ごとの年間の温室効果ガスの排出の量（二酸化炭素換算）が 3,000ｔ以上（二酸化炭

　 　素の場合はｴﾈﾙｷﾞｰ使用に伴い排出したものを除く。）の事業所の一覧

事業所の名称

川崎製造所 1,305,454 t-CO2
t-CO2
t-CO2
t-CO2

　 イ　物質ごとの年間の温室効果ガスの排出の量（二酸化炭素換算）が 3,000ｔ未満（二酸化炭

　 　素の場合はｴﾈﾙｷﾞｰ使用に伴い排出したものを除く。）の事業所の数

事業所数 4

温室効果ガス
の排出の量

川崎市川崎区夜光二丁目３番１号 石油化学系基礎製品製造

100kl 未満 2

300～400kl 未満

200～300kl 未満

100～200kl 未満

事業所の所在地

1631

400～500kl 未満

エネルギー使用量の規模 事業所数

事業所の所在地
事業の名称 の排出の量

6052 卸売り小売業

事業所に係る
事業の名称

日本標準産業分類

細分類番号

川崎市川崎区水江町５番１号

細分類番号


